
開開開発発発行行行為為為等等等ににに伴伴伴ううう埋埋埋蔵蔵蔵文文文化化化財財財ののの取取取扱扱扱いいいののの流流流れれれ   
 

開発行為等の計画 

照 会      

教育委員会窓口（電話も可）での照会 

埋蔵文化財包蔵地に該当するか否か？ 

 

回 答       遺 跡 地 図 等 に よ り 埋 蔵 文 化 財 包 蔵 地 に 該 当 す る か 回 答 

 

 

該当しない          包蔵地の隣接地に該当する                 該当する 

 

協 議                     教 育 委 員 会 と 事 業 主 と で 事 前 協 議 

 

                                                【事前協議書の提出】 

 

試掘確認調査              現 地 調 査 等 の 実 施（注）          試 掘 確 認 調 査 の 実 施（※） 

 

                    埋蔵文化財無    埋蔵文化財有  埋蔵文化財無        埋蔵文化財有 

 

                                            

工事による        工事による 

不時の発見       工事中に埋蔵文化財を発見                  埋蔵文化財への影響無   埋蔵文化財への影響有 

【工事の一時中断】 

協 議                                    

【教育委員会へ連絡】                 教育委員会と事業主とで埋蔵文化財の取扱いについて協議 

 

                                           土木工事等のための発掘に関する届出の提出 

遺跡発見に関する届出の提出                  （文化財保護法第93条） 

  （文化財保護法96条）                         

                                            工事立会（現状保存） 

        遺 跡 へ の 登 録 

 

                                         個人専用住宅建設等以外    個人専用住宅建設等（※） 

 

 

遺跡調査会等へ発掘調査を斡旋    教育委員会と事業主が協定の締結 

 

遺跡調査会等と事業主が契約       

 

発掘調査のための通知の提出       発 掘 調 査 の た め の 通 知 の 提 出 

                     （文化財保護法第92条）         （文化財保護法第99条）  

発掘調査 

遺跡調査会等による本発掘調査の実施        教育委員会による本発掘調査の実施 

 

                                   発  掘  調  査  の  終  了 

                                  （調査終了後、出土品の整理・報告書の刊行） 

 

 

工     事     の     着     手 

 

 

（注）埋蔵文化財は地上からの確認が困難ですので、包蔵地の隣接地の場合には 

   工事立会や確認調査が必要な場合があります。 

（※）試掘確認調査及び個人専用住宅建設・個人の農地改良を行う場合は、発掘 

   調査にかかる経費は、公的補助を受け取ることができます。 
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